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午前９時３０分開会 

○委員長（佐々木隆義君） おはようございます。去る５月２４日に臨時議会が開催

されまして、常任委員会の構成替えがございました。そこで、ここにおります９名

が向こう２年間、建設観光委員としてお世話になることとなります。よろしくお願

いいたします。それでは只今より、建設観光委員会を開催いたします。先の本会議

におきまして、本委員会に付託されました議案３件につきまして、審査をしたいと

思いますので、ご協力をよろしくお願いいたします。市長さんご報告等ございませ

んか。 

○市長（村田弘司君） ございません。よろしくお願いします。 

○委員長（佐々木隆義君） 議長さん。 

○議長（秋山哲朗君） 特にございません。よろしくお願いします。 

○委員長（佐々木隆義君） それでは、これより審査を始めます。最初に議案第９号

美祢市定住促進住宅条例の制定についてを審査いたします。執行部より説明をお願

いいたします。はい、矢田部建設課長。 

○建設経済部建設課長（矢田部繁範君） 議案書の９－１ページをお開き下さい。美

祢市定住促進住宅条例の制定でございます。美祢市美東町三本松にあります現在山

口県住宅供給公社所有の温湯団地と温湯第２団地の３棟、１４戸の住宅につきまし

て、県が新たな県政集中改革において、当公社が平成２４年に廃止をされることに

伴い、美祢市がこの住宅の事業を継承し、市が管理するために現在の所有者であり

ます山口県住宅供給公社から市が取得をして市営住宅として管理するためでありま

す。また、この条例は公営住宅法及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律

の適用を受けないので、新しく条例を制定するものでございます。本条例の施行期

日につきましては、平成２２年８月１日からの施行としております。以上で説明を

終わります。 

○委員長（佐々木隆義君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） 質疑なしと認めます。続いて、本案に対するご意見はご

ざいませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（佐々木隆義君） それでは、これより議案第９号美祢市定住促進住宅条例

の制定についてを採決いたします。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） 全員異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり

可決されました。 

  次に、議案第１号平成２２年度美祢市一般会計補正予算（第１号）の本委員会所

管事項について審査をいたします。執行部よりご説明をお願いいたします。はい、

矢田部建設課長。 

○建設経済部建設課長（矢田部繁範君） それでは、議案第１号美祢市一般会計補正

予算（第１号）議案書の１－１０、１１ページをお開き下さい。３の歳出、８款土

木費・２項の道路橋梁費・道路新設改良費でございますが、補正額６，３２０万

円。その隣のページに移りまして、一番上段でございますが、工事請負費として

５，７００万円、公有財産購入費２００万円、保証、補てん及び賠償金が４２０万

円。これは地域活力基盤創造交付金事業でございます。市内２路線ほど受けておる

んですけど、秋吉小学校線と沖田１号線でございます。今回の補正は今年度になり

まして、国より同事業の追加の内示がありました。該当する２路線でございます

が、継続事業でございます。この補正によりまして、事業促進、早期の完成をした

いので、今回補正をお願いするものでございます。工事の概要でございますが、秋

吉小学校線は、全延長７３０ｍ、事業年度は平成２１年度から２３年度までの事業

でございます。今回の補正で県道側の交差点部分の改良と工事区間の延長をして事

業促進することとしております。沖田１号線につきましては、平成２０年度から２

５年度で、延長が３１０ｍでございます。今回の補正で用地費を計上して事業を推

進しようと考えております。以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

○委員長（佐々木隆義君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） それでは、続いてご意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） ご意見なしと認めます。それでは、これより議案第１号
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平成２２年度美祢市一般会計補正予算（第１号）を採決いたします。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） 全員異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり

可決されました。 

  次に、議案第１０号財産の取得についてを審査いたします。執行部より説明をお

願いいたします。はい、矢田部建設課長。 

○建設経済部建設課長（矢田部繁範君） それでは議案第１０号、議案書の１０－１

ページをお開き下さい。財産の取得についてであります。本議案は第９号でご提案

申し上げました美祢市定住促進住宅条例で提案しておりました温湯団地、温湯第２

団地につきまして、温湯団地につきましては平成３年１２月に建設をいたしまし

て、２ＤＫが２戸、３ＬＤＫが４戸の１棟６戸と温湯第２団地は平成１０年３月に

建設をいたしまして、２ＬＤＫ４戸、３ＬＤＫ４戸の１棟８戸について買い入れる

ものでございます。このことについてですが、美祢市議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得または処分に関する条例第３条の規定により、市議会の議決を求める

ものでございます。現在、山口県住宅供給公社所有の同２団地についてでございま

すが、美祢市がこの住宅の事業を継承するために取得するものでございまして、同

２団地の各々の返済をするべき予定額を繰り上げまして美祢市が本年７月に山口県

住宅供給公社に８，７９２万７，２２４円を一括償還をいたしまして、同団地を取

得するものでございます。財源といたしまして、国の地域住宅交付金と市債を充て

ることにしております。以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

○委員長（佐々木隆義君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。はい、有道委員。 

○委員（有道典広君） すみません。土地のほうはどうなってるんですか。 

○委員長（佐々木隆義君） はい、矢田部建設課長。 

○建設経済部建設課長（矢田部繁範君） 土地は今美祢市の土地のところに建ってお

ります。以上です。 

○委員長（佐々木隆義君） いいですか。ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（佐々木隆義君） 次に、本案に対するご意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） それでは、これより議案第１０号財産の取得についてを

採決いたします。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） 全員異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり

可決されました。 

  以上で本委員会に付託されました議案３件について審査を終了いたしました。そ

れではそのほか委員の皆さんから何かございましたらご発言をお願いいたします。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） 消防署のほうから。はい、坂田消防長。 

○消防長（坂田文和君） ６月議会の追加議案の提出について説明をさせていただき

ます。平成２１年度の地域活性化公共投資臨時交付金事業として、救助工作車の更

新事業を予算化しておりますが、２２年度に繰越事業となっております。この入札

を近日中に実施する予定であります。予定価格が２，０００万円を超えることから

条例の規定によりまして、議会の議決に付す必要があります。従いまして、最終日

に追加議案として提出する予定であります。以上でございます。よろしくお願いい

たします。 

○委員長（佐々木隆義君） 只今、坂田消防長よりご説明がありましたように追加議

案として最終日に購入契約の締結についての追加議案が上程されますのでよろしく

お願いいたします。ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） ないようですので、以上持ちまして本委員会を閉会とい

たします。ご審査、ご協力誠にありがとうございました。大変お疲れでございまし

た。 

    午前９時４２分閉会 
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上会議の顛末を記載し、相違ないことを証するためここに署名する。 

 

     平成２２年６月１６日 

 

              建設観光委員長 


